
正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
原
稿
誤
り
）

三

改
正
後
欄
一
九
第
百
一
条

第
百
十
一
条

令和年月日 水曜日 第号官 報
基
準
日
設
定
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
二
月
十
九
日
を
基
準
日
と
定
め
、

同
日
午
前
十
時
現
在
の
株
主
名
簿
上
の
株
主
を
も
っ
て
、

令
和
八
年
三
月
十
三
日
開
催
予
定
の
株
主
総
会
に
お
け
る

議
決
権
を
行
使
で
き
る
株
主
と
定
め
ま
し
た
の
で
公
告
し

ま
す
。

令
和
八
年
二
月
四
日

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
小
網
町
七
番
二
号

ぺ
ん
て
る
株
式
会
社

代
表
取
締
役

石
垣

淳
一

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
二
月
二
十
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
八
年
二
月
四
日

山
形
県
西
置
賜
郡
白
鷹
町
大
字
下
山
六
六
一
番
地

の
一

白
鷹
観
光
開
発
株
式
会
社

代
表
取
締
役

黒
澤

利
朗

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
二
月
二
十
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
八
年
二
月
四
日

愛
知
県
刈
谷
市
築
地
町
一
丁
目
六
番
地
五

株
式
会
社
エ
ア
ー
サ
プ
ラ
イ

代
表
取
締
役

纐
纈

篤
司

外
国
会
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
の
退
任
公
告

当
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
で
あ
る
チ
ョ
ン

ホ
ジ
ン
が
退
任
す
る
こ
と
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者

は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出

下
さ
い
。

令
和
八
年
二
月
四
日

大
阪
府
大
阪
市
浪
速
区
大
国
三
丁
目
六
番
二

四

〇
一
号

コ
レ
ー
ル
流
通
株
式
会
社

日
本
に
お
け
る
代
表
者

チ
ョ
ン
ホ
ジ
ン

優
先
出
資
の
消
却
に
つ
き
優
先
出
資
証
券
提
出
公
告

当
社
は
発
行
済
優
先
出
資
二
十
四
万
口
を
消
却
す
る
こ

と
と
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
の
優
先
出
資
証
券
を
所

有
す
る
方
は
、
効
力
発
生
日
で
あ
る
令
和
八
年
三
月
五
日

ま
で
に
当
社
に
ご
提
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
二
月
四
日

東
京
都
港
区
赤
坂
二
丁
目
一
〇
番
五
号
デ
ロ
イ
ト

ト
ー
マ
ツ
赤
坂
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
株
式
会
社

内

Ｅ
Ｓ
Ｒ
幸
浦
１
特
定
目
的
会
社

取
締
役

山
﨑

亮
雄

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
十
七
億
五
千
万
円
減

少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
九
月
十
日

掲
載
頁

五
十
九
頁
（
号
外
第
二
〇
四
号
）

令
和
八
年
二
月
四
日

東
京
都
中
央
区
銀
座
一
丁
目
六
番
一
一
号
土
志
田

ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
三
Ｆ

Ｄ
Ｈ

Ｃ
Ｒ
Ｕ
Ｘ

Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

中
村

武

訂
正
公
告

令
和
八
年
一
月
二
十
二
日
（
号
外
第
十
四
号
）
掲
載
の

左
記
会
社
に
係
る
吸
収
分
割
公
告
及
び
決
算
公
告（
枠
組
）

中
、株
式
会
社
デ
ィ
ー
ロ
ジ
リ
ン
ク
ス
の
住
所
に
つ
き「
滋

賀
県
野
洲
市
三
上
一
二
四
四
一
番
地
」
と
あ
る
は
「
滋
賀

県
野
洲
市
三
上
一
二
四
四
番
地
」
の
誤
り
に
つ
き
訂
正
し

ま
す
。
な
お
、
こ
の
吸
収
分
割
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権

者
は
、
本
訂
正
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お

申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
二
月
四
日

滋
賀
県
野
洲
市
三
上
一
二
四
四
番
地

（
甲
）
株
式
会
社
デ
ィ
ー
ロ
ジ
リ
ン
ク
ス

代
表
取
締
役

森
田

貴
史

東
京
都
渋
谷
区
富
ケ
谷
一
丁
目
三
五
番
二
三
号

（
乙
）
株
式
会
社
Ｄ
ｓ
ｔ
ｙ
ｌ
ｅ
ホ
ー
ル
デ
ィ

ン
グ
ス

代
表
取
締
役

徳
田

充
孝

取
消
公
告

令
和
八
年
一
月
二
十
六
日
掲
載
の
資
本
金
の
額
の
減
少

公
告
は
取
消
し
ま
す
。

令
和
八
年
二
月
四
日

東
京
都
千
代
田
区
神
田
神
保
町
一
丁
目
一
〇
五
番
地

ア
イ
チ
ッ
プ
ス
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

柳
井

明
弘

取
消
公
告

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日
（
号
外
第
二
八
六
号
）
掲

載
の
解
散
公
告
は
取
消
し
ま
す
。

令
和
八
年
二
月
四
日

富
山
県
氷
見
市
地
蔵
町
七
番
四
八
号

株
式
会
社
氷
見
か
ね
ま
つ

代
表
取
締
役

石
井

大
智

取
消
公
告

令
和
八
年
一
月
二
十
一
日
掲
載
の
外
国
会
社
の
全
て
の

日
本
に
お
け
る
代
表
者
の
退
任
公
告
を
取
消
し
ま
す
。

令
和
八
年
二
月
四
日

中
華
人
民
共
和
国
福
建
省
厦
門
市
高
崎
国
際
空
港

東
埭
遼
路
二
〇
号

大
阪
府
泉
南
郡
田
尻
町
泉
州
空
港
中
一
番
地
関
西

国
際
空
港
内

厦
門
太
古
飛
机
工
程
有
限
公
司

日
本
に
お
け
る
代
表
者

林

東
錦

令
和
七
年
七
月
二
十
三
日
（
号
外
第
百
六
十
八
号
）
公

布
内
閣
府
令
第
七
十
一
号
（
保
険
業
法
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
内
閣
府
令
）

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
第
百
九
条
に

基
づ
き
優
先
資
本
金
の
額
を
金
百
二
十
億
円
減
少
す
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の

要
旨
は
令
和
七
年
四
月
十
六
日
付
官
報
の
号
外
第
八
十
六

号
四
十
八
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

令
和
八
年
二
月
四
日

東
京
都
港
区
赤
坂
二
丁
目
一
〇
番
五
号
デ
ロ
イ
ト

ト
ー
マ
ツ
赤
坂
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
株
式
会
社

内

Ｅ
Ｓ
Ｒ
幸
浦
１
特
定
目
的
会
社

取
締
役

山
﨑

亮
雄

合
併
公
告
並
び
に
組
織
変
更
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

ま
た
、
甲
は
こ
の
合
併
の
効
力
発
生
を
条
件
と
し
て
、

株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
、
そ
れ
ぞ
れ
令
和
八
年
三
月
五
日
を
予

定
し
て
お
り
ま
す
。

右
記
の
合
併
並
び
に
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者

は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出

下
さ
い
。

令
和
八
年
二
月
四
日

東
京
都
豊
島
区
長
崎
五
丁
目
七
番
二
号
フ
ェ
リ
シ

テ
・
オ
ー
・
ヴ
ィ
ラ
ー
ジ
ュ
五
〇
二
号

（
甲
）
合
名
会
社
Ｅ
ｍ
ｐ
ｅ
ｒ
ｅ
ｕ
ｒ
オ
ク
ム
ラ

代
表
社
員

奥
村

義
一

東
京
都
豊
島
区
長
崎
五
丁
目
七
番
二
号
フ
ェ
リ
シ

テ
・
オ
ー
・
ヴ
ィ
ラ
ー
ジ
ュ
五
〇
二
号

（
乙
）
合
同
会
社
Ｒ
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ

代
表
社
員

奥
村
ひ
と
み

訂
正
公
告

令
和
七
年
六
月
二
十
三
日
（
号
外
第
一
三
九
号
）
掲
載

の
第
二
十
五
期
決
算
公
告
中
、
住
所
に
「兵

庫
県
尼
崎
市

潮
江
１
丁
目
２
番
６
号

」
と
あ
る
の
は
「東

京
都
千
代
田

区
神
田
神
保
町
１
丁
目
１
０
５
番
地

」
の
誤
り
に
つ
き
訂

正
し
ま
す
。

令
和
八
年
二
月
四
日

東
京
都
千
代
田
区
神
田
神
保
町
一
丁
目
一
〇
五
番
地

ア
イ
チ
ッ
プ
ス
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

柳
井

明
弘


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